ようこそくまもと観光立県条例
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    第４節　国内外に対する広報宣伝活動の強化等 （第１８条・第１９条）
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前　文

観光は、地域経済の活性化、雇用機会の増大等、サービス業、農林水産業、製造業を始めとした県民経済のあらゆる領域にわたり幅広くその発展に貢献するとともに、県民が旅行者との交流を通して、郷土についての知識を深め、地域の魅力を再認識していくことに寄与するものである。特に高齢化が進み、若者の雇用の場の確保が求められ、また、県内外にわたる地域間相互の交流の拡大等による地域の活性化が必要不可欠となっている本県において、観光の果たす役割は極めて重要である。

本県は、九州の中央に位置し、国内外から九州を訪れる旅行者の集客と広域的連携に優れた立地条件を有し、至る所に雄大な自然、魅力的な風土、悠久の時の流れの中で刻まれてきた歴史、人々の暮らしに息づく文化等多彩な資源が豊富に存在している。

これらの特性を最大限に生かし、観光を総合産業として確立させるとともに、県民が、旅行者と協力して魅力的な観光地の形成に関与することにより、郷土に誇りと愛着を持つことができる地域社会を形成する観光立県の実現は、県民が豊かで潤いのある生活を享受していく上で重要な課題である。

しかしながら、本県における観光の現状は、本県の恵まれた立地と豊富な資源を生かしきれておらず、旅行者の需要の高度化、旅行の形態の多様化等への的確な対応は十分に行われていない。

こうした状況の中、本県の資源を最大限に活用した魅力ある観光地の形成、もてなしの向上、国内外からの旅行者の来訪の促進等観光立県の実現に関する施策を県、市町村、県民、観光事業者及び観光関係団体が連携し、及び協力して総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。

第１章　総則

　（目的)

第１条　この条例は、観光立県を実現するための基本理念を定め、県、県民、観光事業者（主として旅行者を対象として事業を行う事業者その他観光に関連する事業を行う事業者をいう。以下同じ。）及び観光関係団体（観光事業者で組織される団体並びに観光の振興を目的として観光事業者及び行政機関で組織される団体をいう。以下同じ。）の責務等を明らかにするとともに、観光立県の実現に関する施策の基本となる事項を定めることにより、観光立県の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、経済の発展による豊かな県民生活の実現及び県民が郷土に誇りと愛着を持つことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

　（基本理念)

第２条　観光立県の実現に関する施策は、地域の資源を生かした魅力ある観光地の形成によって生み出される旅行者と県民の交流の拡大が経済の発展に結びつき豊かな県民生活の実現のために重要であるという認識の下に講ぜられなければならない。

２　観光立県の実現に関する施策は、県民が地域の歴史、文化等に対する理解を深めることが郷土に誇りと愛着を持つことができる地域社会を実現し、魅力ある観光地の形成、旅行者の受入れの体制の強化及び旅行者の満足度の向上のために重要であるという認識の下に講ぜられなければならない。

３　観光立県の実現に関する施策は、県、市町村、県民、観光事業者及び観光関係団体がそれぞれの役割に応じて相互に連携し、及び協働することにより、その効果が最大限に発揮されるという認識の下に講ぜられなければならない。

　（県の責務)

第３条　県は、前条に規定する観光立県を実現するための基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、市町村、県民、観光事業者及び観光関係団体と連携し、かつ、協力して観光立県の実現に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

 　(県民の役割)

第４条　県民は、観光立県の意義に対する理解を深め、魅力ある観光地の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、旅行者を温かく迎えるよう努めるものとする。

　（観光事業者の責務)

第５条　観光事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し旅行者に快適なサービスを提供するとともに、地域における他の産業の事業者と連携することにより地域の活性化に努めるものとする。

２　観光事業者は、県が実施する観光立県の実現に関する施策に協力するよう努めるものとする。

　（観光関係団体の責務)

第６条　観光関係団体は、基本理念にのっとり、地域における他の産業の事業者及び団体との連携を図りながら事業活動を行うよう努めるとともに、観光に関する情報の発信、旅行者の誘致及び旅行者の受入れの体制の整備に取り組むよう努めるものとする。

２　観光関係団体は、県が実施する観光立県の実現に関する施策に協力するよう努めるものとする。

  （旅行者の協力）

第７条　県、観光事業者及び観光関係団体は、魅力的な観光地が旅行者の地域の行事への参加等様々なかかわりによって形成されるという認識の下、旅行者が県民とともに観光資源の育成及び保全に努めるよう協力を求めるものとする。

  （観光立県推進計画)

第８条　知事は、観光立県の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、観光立県の実現に関する基本的な計画（以下「観光立県推進計画」という。）を策定するものとする。

２　知事は、観光立県推進計画を定めようとするときは、県民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、熊本県観光審議会の意見を聴かなければならない。

３　知事は、観光立県推進計画を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。

４　知事は、毎年度、観光立県推進計画の実施状況について、熊本県観光審議会に報告するものとする。

５　第２項及び第３項の規定は、観光立県推進計画の変更について準用する。

　（県民総参加のための体制の整備）

第９条　県は、観光立県の実現に向けて魅力ある観光地の形成、もてなしの向上等に関して県民誰もが参加できるような取組を推進していくための体制を整備するものとする。

第２章　観光立県の実現に関する施策の推進

　第１節　魅力ある観光地の形成　
  （地域資源の活用による魅力ある観光地の形成)

第１０条　県は、競争力の高い魅力ある観光地の形成を図るため、史跡、名勝、天然記念物等の文化財、歴史的風致、優れた自然の風景地、農林水産業等の営みによって形成された景観その他の文化的景観、温泉、湧水、地域の特色ある食文化その他文化、産業等に関する資源の育成、保全及び開発に必要な施策を講ずるものとする。

　（新たな旅行の分野の開拓)

第１１条　県は、社会環境の変化に対応した新たな旅行の分野を開拓するため、地域で育まれた資源を活用し、自然体験活動、農林水産業に関する体験活動等を目的とする旅行、心身の健康の保持増進のための旅行、歴史、文化等への理解を深めるための旅行、長期に滞在する旅行その他の多様な旅行の形態の普及に必要な施策を講ずるものとする。

　（国際競争力の高い魅力ある観光地の形成)

第１２条　県は、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成を図るため、市町村、観光事業者その他の関係者と連携し、旅行者に対する観光地の特性を生かした良質なサービスの提供に必要な施策を講ずるものとする。

　第２節　もてなしの向上及び人材の育成　
　（旅行者に対するもてなしの向上）

第１３条　県は、旅行者に対するもてなしの向上を図るため、地域の特色ある食文化の紹介、地域の特産品を用いた商品の開発及びもてなしに関する学習の機会の提供に必要な施策を講ずるものとする。

　（観光立県の実現に寄与する人材の育成)

第１４条　県は、観光立県の実現に寄与する多様な人材の育成を図るため、観光事業に従事する者その他の関係者の知識及び能力の向上、地域の固有の歴史、文化等に関する知識の普及並びに大学等と連携した人材育成の促進等に必要な施策を講ずるものとする。

　第３節　県民の理解を深めるための取組の強化等　
　（県民の理解を深めるための措置）

第１５条　県は、観光立県の意義に対する県民の理解を深めるため、地域の歴史及び文化その他の観光に関する知識を学習する機会の提供に必要な施策を講ずるものとする。

　（観光週間）

第１６条　県は、県民が具体的行動を通して魅力ある観光地の形成に関心と理解を深めるようにするため、市町村、県民、観光事業者及び観光関係団体と連携しながら観光立県の実現に向けた重点的な取組を行う週間として、観光週間を設けるものとする。

　（県民の自主的な活動の促進）

第１７条　県は、観光立県の実現に関する活動を積極的に行う者に対し、その自主的な活動を促進するため、必要な支援を行うものとする。

２　県は、観光立県の実現に関する活動に顕著な功績のあった団体及び個人の表彰に努めるものとする。

　第４節　国内外に対する広報宣伝活動の強化等　
　（県外からの旅行者の来訪の促進)

第１８条　県は、観光の目的、事業活動の目的、スポーツ、文化、学術、芸術等の行事への参加の目的等多様な目的での県外からの旅行者の来訪の促進を図るため、観光地に関する広報宣伝、行事の誘致の促進等を行うとともに、県内外にわたる広域的な連携の促進に必要な施策を講ずるものとする。

　（外国からの旅行者の来訪の促進)

第１９条　県は、外国からの旅行者の来訪の促進による国際観光の振興を図るため、本県の歴史、伝統、文化等を生かした海外における広報宣伝活動の重点的かつ効果的な実施、海外の観光事業者等に対する観光旅行に関する情報の提供、国際会議その他の国際的な規模で開催される行事等の誘致の促進、外国人観光旅客の受入れの体制の整備等に必要な施策を講ずるものとする。

　第５節　快適な旅行のための施設等の整備　
　（旅行者の来訪の促進に必要な交通施設の総合的な整備）

第２０条　県は、旅行者の来訪の促進に必要な交通施設の総合的な整備を図るため、空港、港湾、鉄道、道路、駐車場その他の観光の基盤となる交通施設の整備及び交通の利便性の向上に必要な施策を講ずるものとする。

　（旅行者の利便の増進）

第２１条　県は、旅行者の利便の増進を図るため、高齢者、障害者、外国人その他特に配慮を要する旅行者を含めたすべての旅行者が円滑に利用できる観光関連施設及び公共施設の整備並びにこれらの利便性の向上、情報通信技術を活用した観光に関する情報の提供等に必要な施策を講ずるものとする。

　（観光地における環境の保全)

第２２条　県は、観光地における環境の保全を図るため、環境の保全に関する知識の普及及び環境の保全のための施設の整備に必要な施策を講ずるものとする。

第３章　熊本県観光審議会

　（審議会の設置)

第２３条　知事の附属機関として、熊本県観光審議会（以下「審議会」という。）を置く。

２　審議会は、知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

　(１)　観光立県推進計画の策定及び促進に関する事項

　(２)　前号に掲げるもののほか、観光振興に関する重要事項

３　審議会は、前項各号に掲げる事項について、知事に意見を述べることができる。

　（組織)

第２４条　審議会は、委員２０人以内で組織する。

２　特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

３　委員及び臨時委員は、観光に関し識見を有する者のうちから知事が任命する。

  （委員等の任期)

第２５条　委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

２　臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは解任されるものとする。

３　委員は、再任されることができる。

  （会長等）

第２６条　審議会に、会長及び副会長１人を置く。

２　会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

３　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

５　会長及び副会長にともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

  （会議）

第２７条　審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

２　審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

３　審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

４　前項の場合において議長は、委員として議決に加わることができない。

５　臨時委員は、当該特別の事項に関する会議については、委員とみなす。

  （庶務）

第２８条　審議会に関する庶務は、商工観光労働部において行う。

第４章　雑則

　（雑則)

第２９条　この条例に定めるもののほか、必要な事項は、知事が定める。

附　則

１　この条例は、公布の日から施行する。

２　熊本県観光審議会設置条例（昭和３６年熊本県条例第５３号）は、廃止する。
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